
令和８年度Webマーケティング環境整備支援事業に関する
Webマーケティング支援パートナー参画登録申込書

令和8年　月　日

　特定非営利活動法人ITコーディネータ広島　理事長　様

（住所）
（会社等名）
（代表者職・氏名）　　　　　　　　　　　　　　　


当社・当方は、公益財団法人ひろしま産業振興機構が、特定非営利活動法人ITコーディネータ広島に委託して実施する「令和８年度Webマーケティング環境整備支援事業」における「Webマーケティング支援パートナー」としての参画登録に誓約書を添付のうえ申し込みます。
なお、当社・当方のWebマーケティング支援における特徴（アピールポイント）は次のとおりです。


当社・当方のWebマーケティング支援における特徴
※ 強み等として当てはまるものを３つ(「その他(自由記述)」を含む。)以内で選択・記述してください。

□　マーケティング・集客重視型（戦略・解析重視）
アクセス解析(GA4等)を用いたデータドリブンな改善、SEO対策など、見込み客の獲得の仕組み化を得意とする。（想定ニーズ：「とにかく問い合わせ件数を増やしたい」、「営業プロセスをデジタル化したい」等）

□　BtoB・業界特化型（専門知識・コンテンツ制作重視）
製造業などのBtoB特有の商慣習や専門用語への理解が深く、専門的な記事や事例コンテンツ(LP等)をゼロから制作することを得意とする。（想定ニーズ：「自社の技術をどうアピールしていいかわからない」、「原稿を書く時間がないので支援を受けたい」等）

□　クリエイティブ・ブランディング重視型（デザイン重視）
視覚的なインパクト、優れたUI/UX(ユーザー体験)、写真・動画撮影などを駆使し、企業のブランド価値を劇的に高めるデザイン性の高いサイト構築を得意とする。（想定ニーズ：「採用活動にも使えるかっこいいサイトにしたい」、「企業のブランドイメージを一新したい」等）

□　システム開発・機能拡張型（技術・インフラ重視）
独自の更新システム(CMS)の構築、既存の社内システム(顧客管理システム等)とのAPI連携、セキュリティ要件の厳しいサーバー構築など、高度なプログラミング技術を要する実装を得意とする。（想定ニーズ：「自社専用の検索機能を作りたい」、「社内の既存システムとWebを連動させたい」等）

□　パッケージ・運用効率化型（スピード・コストパフォーマンス重視）
既存の優良なテンプレートやノーコードツールを活用することで、開発工数を圧縮し、一定水準以上の品質を保ちながら実装を行う、または公開後の運用サポートの充実を得意とする。（想定ニーズ：「決められた予算内で必要な機能を網羅したい」、「公開後の更新作業まで手厚くサポートしてほしい」等）

□　その他（自由記述）



令和８年度Webマーケティング環境整備支援事業に関する
Webマーケティング支援パートナー誓約書

令和8年　月　日

　特定非営利活動法人ITコーディネータ広島　理事長　様

（住所）
（会社等名）
（代表者職・氏名）　　　　　　　　　　　　　　　㊞

当社・当方は、公益財団法人ひろしま産業振興機構（以下、「産振構」という。）が、特定非営利活動法人ITコーディネータ広島（以下、「ITC広島」という。）に委託して実施する「令和８年度Webマーケティング環境整備支援事業」（以下、「本業務」という。）における「Webマーケティング支援パートナー」としての参画登録を申し込むに当たり、下記事項について厳守することを誓約します。
万が一、本誓約に違反したことにより登録の取消、またはこれに起因して産振構またはITC広島に損害が生じた場合は、その賠償の責を負うものとします。

記
第１条（業務の適切かつ円滑な遂行）
　本業務の趣旨・目的に賛同し、産振構およびITC広島と緊密に連携して、本業務の適切かつ円滑な遂行を図ります。
２　支援企業に対し、導入したいコンテンツを単に導入するのではなく、アクセス解析機能の付与や戦略的なコンテンツ制作など、Webマーケティングの成果創出に資する適切な実装および改修支援などを行います。

第２条（適正価格での見積提示および不正行為の禁止）
支援企業に対して見積書を提示するに当たり、市場相場に照らして適正な価格を設定し、不当な高値つかみや費用の水増し等を行わないことを誓約します。
２　本業務の助成要件（助成上限額および助成率等）を悪用し、支援企業の自己負担額を不当に免除するような取引（キャッシュバック、別名目での相殺、見積書の虚偽記載等）を行わないことを誓約します。

第３条（秘密保持）
本業務の遂行過程において知り得た支援企業の技術情報、営業情報、顧客情報および個人情報（以下「秘密情報」という。）を、第三者に漏洩または開示しないことを誓約します。
２　秘密情報を本事業の目的以外に使用しないことを誓約します。本業務が終了した後、または登録が取り消された後も、本条の規定は引き続き効力を有するものとします。

第４条（反社会的勢力の排除）　
自社、自社の役員または実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊標ぼう暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないことを誓約します。
２　将来にわたっても反社会的勢力との関係を持たないこと、および反社会的勢力を利用した行為を行わないことを誓約します。

第５条（登録の取消）
　産振構およびITC広島は、当社・当方が本誓約に違反したと認める場合、何らの催告を要せず登録事業者としての登録を取り消すことができるものとします。

第６条（疑義等への対応）
　本業務に関する活動において疑義等が生じた場合は、産振構およびITC広島と協議し、適切に対応することを誓約します。
以上

